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 （説明）  

議員の職責および青梅市議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が市議

会の会議等を長期にわたって欠席した場合、議員報酬および期末手当を減

額する必要があるので、この条例案を提出いたします。  

 

青梅市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、議員の職責および青梅市議会（以下「市議会」とい

う。）への住民の信頼の確保に鑑み、青梅市議会議員（以下「議員」と

いう。）が長期にわたって議会活動をしない場合における当該議員の議

員報酬および期末手当の支給について、青梅市議会議員の議員報酬およ

び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第１５号）の特例を定める

ものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(1) 会議等 次に掲げるものをいう。 

ア 招集議会、定例議会および臨時議会 

イ 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会 

ウ 全員協議会および予算決算委員会理事会 

(2) 議会活動 市議会の会議等に出席することをいう。 

(3) 公務上の災害等 青梅市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補



償等に関する条例（昭和４２年条例第３７号）にもとづき認定された

公務上の災害および通勤による災害をいう。 

（議員報酬の減額） 

第３条 議員が長期にわたって議会活動をしない場合の議員報酬の額は、

当該議員が受けるべき議員報酬の額に、次表に掲げる議会活動をしない

期間の区分に応じた割合を乗じて得た額とする。 

議会活動をしない期間 割合 

９０日を超え１８０日以下であるとき １００分の８０ 

１８０日を超え３６５日以下であるとき １００分の７０ 

３６５日を超えるとき １００分の５０ 

２ 前項に規定する議会活動をしない期間は、市議会の会議等を欠席した

日から起算する。 

３ 第１項の規定は、議会活動をしない期間が９０日、１８０日、または

３６５日を超えた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）以降、市議会の会議等に出席した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）まで適用する。 

（期末手当の減額） 

第４条 ６月１日および１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

のそれぞれの前６か月以内の期間において、前条の規定により議員報酬

を減額された月がある場合の期末手当の額は、当該議員が受けるべき期

末手当の額に前条第１項の表に掲げる議会活動をしない期間の区分に

応じた割合を乗じて得た額とする。 

２ 基準日の前６か月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異な

る場合は、最も長い議会活動をしない期間の区分に応じた割合を適用す

る。 

（適用除外） 

第５条 議会活動をしない期間が次の各号に掲げる事由により生じた場合

には、前２条の規定は適用しない。 

(1) 公務上の災害等 

(2) 議会活動を長期にわたってしないことがやむを得ないと議長が認め

る事由 

（前任期における議会活動をしない期間等） 

第６条 この条例の規定により議員報酬を減額されていた議員が再び議員



の資格を得た場合には、前任期における議会活動をしない期間および議

員報酬の減額は、現任期における議員報酬および期末手当にその効力を

及ぼさないものとする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行し、同日以降に行われる会議等に欠席し、

長期にわたって議会活動をしない議員の議員報酬および期末手当について

適用する。 


